
 

 

 

☆ はじめに 

日本農林規格（ＪＡＳ規格）制度とは、ＪＡＳ法に基づき農林水産大臣が制定し

たＪＡＳ規格を満たしていることが確認(格付)された製品にＪＡＳマークを貼付

することを認める制度です。 

ＪＡＳマークが付いていれば、その製品が一定の品質をもっていることが分かり

ます。ＪＡＳマークを基準に、消費者が製品を選んだり、事業者が製品の取引を行

ったりすることができます。 

本研究所では、この制度に取組む生産者を支援するために、ＪＡＳ法に基づく登

録認定機関としての登録を受け、次のとおり認定業務を行っていますので、認定を

受けようとする方はご一読いただき、ご不明な点はお気軽にご相談をして下さい。 

 

 

  連絡先：社団法人 農協流通研究所 調査研究部(種市) 

      〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル６階 

      電話０３－５６４３－３６７４ ＦＡＸ０３－５６４３－３６８８ 

 

◆ 認定を行う農林物資の種類 

生産情報公表農産物 

 

◆ 認定を行う区域 

  国内 

 

◆認定の区分 
  生産行程管理者 

 

 

 

 

 

 

社団法人農協流通研究所 

｢生産情報公表農産物｣JAS業務のご案内 
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○生産情報公表農産物 

生産情報公表農産物の認定を受けようとする生産行程管理者は、認定の技術的基準に基

づき登録認定機関の認定を受けます。 

認定を受けた生産行程管理者は「生産情報公表農産物のＪＡＳ規格」に基づき生産された

ことを、「生産情報公表農産物の生産行程についての検査の方法」により自ら検査（格付

という。）し、格付に合格した農産物にＪＡＳマークを貼付することができます。 

 この仕組みやＪＡＳ規格で定める農産物の生産の方法及び表示の概要は、次のとおりで

す。 

 

１．生産情報公表農産物の仕組み 

 

 

 

  
         

 生産履歴の記録・管理・公表  生産履歴情報へのアクセス 

          

          

 生産農家    

 生産者グループ  

出荷団体

等  

卸売市

場等 
小売店 

 
消費者 

 ＪＡＳマークの貼付        

 生産行程管理者       

   認定       

 社団法人 農協流通研究所（認定機関）       

   登録       

 農林水産大臣       

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 生産情報公表農産物の生産情報の公表と表示 

（１） 生産情報は、 

①生産行程管理者の場合はその氏名又は名称及び住所・連絡先並びに生産者の氏名又は名

称及び住所、生産者の氏名又は名称・住所及び連絡先、②ほ場の所在地、③収穫期間、④農薬の

用途別分類、種類及び使用回数、⑤特定農薬の用途別分類、種類及び使用回数、⑥肥料の種類

及び施用量、⑦土壌改良資材の種類及び施用量、⑧生産者が使用又は施用したその他の資材の

名称及び目的について公表します。 

また、化学合成農薬削減割合、化学肥料の削減割合にかかる生産情報も任意に公表できます。 

 

生産情報の公表例（生産行程管理者の場合） 

農産物識別番号 １２３４５６７ 

生産行程管理者の氏名及び住

所 

JA○○ ○○部会 

○○県○○市○○町○番地 

生産行程管理者の連絡先 048-123-0001 

生産者の氏名又は名称及び住

所 

○○○○他○名計○名 

（詳細は別紙の生産者一覧を参照） 

ほ場の所在地 
○○県○○市○町他99ほ場計100ほ場 

（詳細は別紙の生産者一覧を参照） 

収穫期間 平成○○年○○月○○～平成○○年○○月○○ 

用途別分類 種類 使用回数 平均使用回数を定めた地

方公共団体 

殺虫剤 ◎◎◎ ○回 ○○県 

用途別分類 

 

 

種類 使用回数 化学合成

農薬の削

減割合 

平均使用回数

▲▲▲ a ○回   殺虫剤 

 ▼▼▼ b ○回   

●●● c ○回   

農薬の用途別分類、種類及び

使用回数 

殺菌剤 

■■■ d ○回   

合計   ○○回 ○割 ○回 

用途別分類 名称 使用回数 特定農薬の用途別分類、種類

及び使用回数 － － － 

種類 

 

施用量 平均窒素成分量を定

めた地方公共団体 

△△△ ○kg/10a（－） 

◇◇◇ ○kg/10a（－） 

○○県 

種類 施用量 削減割合 

 

平均窒素

成分量 

肥料の種類及び施用量 

 

◆◆◆ ○kg/10a(窒素○kg/10a) 

化学肥料の窒素成分量合計 窒素○kg/10a  

○割 窒素 

○kg/10a 

種類 施用量 土壌改良資材の種類及び施用

量 － － 

生産者が使用又は施用したそ

の他の資材の名称及び目的 

□□□（▽▽▽） 

 



 

（２） 容器・包装の表示 

 ①農産物識別番号、②生産情報の公表方法を表示します。 

 

     容器・包装の表示例 

 

 農産物識別番号○○○○○○○ 

       品目：○○○○○○○（生産情報公表農産物） 

       化学合成農薬削減割合 ○割（対○○県平均使用回数比） 

       化学肥料削減割合   ○割（対○○県平均窒素成分比） 

       生産情報の公表方法  http://www.  .co.jp 

 

      JASマーク 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○認定の手順 

 

 

本ホームページをよく読む 

↓ 

当研究所が主催する講習会の受

講・修了 

↓ 

認定申請書類の作成と実施体制の

整理 

↓ 

認定申請書及び同意書、添付資料

の提出 

↓ 

認定申請の受理 

↓ 

書類審査の実施 

（技術的基準の適合審査） 

↓ 

実地検査の実施 

↓ 

（是正・指摘事項の改善完了） 

↓ 

認定可否の判定 

↓ 

認定書の交付と公表 

↓ 

認定手数料の納入 

↓ 

認定後の対応 

（確認調査、臨時確認調査） 

 

 



1 講習会の受講 

  生産行程管理者の認定を受けようとする場合は、生産行程管理責任者（格付責任者を

含む）について、講習会の受講が義務付けられています。これらの業務に従事すること

が予定されている方は必ず講習会を受講して下さい。 

  講習会の受講者には、本研究所の登録認定機関業務規程に定める講習会参加費を負担

していただきます。講習会参加費は「認定手数料等の額及び徴収方法」をご覧下さい。   

 

2 認定申請書類の作成と実施体制の整備 

  ◆認定申請書類の作成 

   認定申請書類として、申請書本体、内部規程、手順書などの作成が必要となりますの

で、講習会修了者が中心となり、該当するＪＡＳ規格・認定の技術的基準・検査の方

法などを踏まえ、タイムスケジュールを決め作成して下さい。  

 

 ◆実施体制の整備 

   認定申請書類の作成と同時平行的に、内部規程、格付規程、手順書などを従業員に周

知し、関連施設や必要な人員・資格の取得など、実施に向けた体制整備を図って下さい。 

 

3 認定申請 

   認定申請書を作成しましたら、内部規程等の添付書類と認定申請に当たっての「同意

書」を添え提出して下さい。  

 

4 認定申請の受理 

   認定申請書が提出された場合は、次の（１）から（４）までのいずれかに該当する場

合を除き、受理いたします。この場合、認定申請書の記載事項に疑義、不備があるとき

は訂正や追加書類の提出を求めることがあります。  

 

  
（１） 格付の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は報告の求めを拒否し、若しくは虚偽の報告を

し、若しくは立入検査を拒否し、妨害し、若しくは忌避したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執

行を終わった日から 1 年が経過していない者からの申請の場合 

 

 （２） 本研究所又は他の登録認定機関から認定を取消されてから 1 年が経過していない者からの申請の

場合 

 

 （３） 認定の取消しの日前 30 日以内にその取消しに係る認定生産行程管理者等の業務を行う法人又は

団体の役員であった者でその取消しの日から 1 年が経過していない者からの申請の場合  

 

 （４） 認定申請者から本研究所の規程に従わない旨の表明があった場合  

（注）（１）～（３）は、ＪＡＳ法省令４６条第１項のハに該当します。 

 

 

 



５ 書類審査の実施 

   審査員は、提出された認定申請書に基づき、当該農林物資に係る認定の技術的基準に

適合しているかどうかの審査を行い、認定申請書の記載事項に不適合があったときは

修正を求めます。その後、実地調査の日程調整を行います。  

 

６ 実地調査の実施 

  審査員が現地に出向き、認定申請書の記載事項が事実であることを確認し、当該農林

物資に係る認定の技術的基準が求める事項との適合性を審査します。特に問題がなけれ

ば、審査結果を後日認定申請者に通知します。 

   なお、是正措置が必要な場合は、認定申請者に是正措置を通知して回答を求め、再審

査を実施し、最終審査結果を後日通知します。  

 

７ 認定の可否の判定 

   判定員で構成する判定委員会を開催して、認定の可否を判定し、その結果を認定申請

者に通知します。ただし、判定の結果、更に是正が必要と認められた場合は、 6 に戻り

再審査を行い、改めて判定委員会を開催して可否の判定を行います。  

 

８ 認定証の交付と公表 

   判定の結果、認定を可とする認定申請者には認定証を交付するとともに、農林水産大

臣にその旨を報告し、本研究所のホームページで認定事業者名などを公表します。  

 

９ 認定手数料の納入 

  認定申請者には、本研究所の認定業務規程に定める認定手数料の額を納入していただき

ます。認定手数料の額は 「認定手数料等の額及び徴収方法」をご覧下さい。   

 

１０ 認定後の対応 

   認定後も、認定基準を満たしていることを確認するため、毎年、認定事項の確認調査

を実施します。また、認定生産行程管理者から認定事項に関する変更届があった場合や

本研究所が必要と認める場合は、臨時確認調査を実施します。 

   この場合、認定生産行程管理者は、本研究所の認定業務規程に定める調査手数料又は

臨時調査手数料の額を納入していただきます。調査手数料又は臨時調査手数料の額は 

「認定手数料等の額及び徴収方法」をご覧下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 



○認定申請者の権利及び義務  

 

１ 認定申請者の権利  

  （１） 認定申請書が提出された場合は、原則として受理いたします。ただし、次の①

から④までのいずれかに該当する場合は受理できません。  

 

  ① 格付の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は報告の求めを拒否し、若し 

    くは虚偽の報告をし、若しくは立入検査を拒否し、妨害し、若しくは忌避したこと

により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から 1 年が経過してい

ない者からの申請の場合                                 

 

  ② 本研究所又は他の登録認定機関から認定を取消されてから 1 年が経過していない

者からの申請の場合  

 

  ③ 認定の取消しの日前 30 日以内にその取消しに係る認定生産行程管理者等の業務

を行う法人又は団体の役員であった者でその取消しの日から 1 年が経過していな

い者からの申請の場合  

 

  ④ 認定申請者から本研究所の規程に従わない旨の表明があった場合  

 

 （２） 認定業務に関する判定等について、不服がある場合は異議の申立てを行うことが 

    できます。 この場合、業務規定で別に定める「苦情・異議申し立て及び紛争処理

規程」により対処いたします。 

 

２ 認定申請者の義務 

   認定申請者の義務は、「本研究所の要求事項」のとおりでありますので、「本研究所

の要求事項」をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○本研究所の要求事項 

 

 １ 認定申請者は、次の（１）から（４）までの事項を遵守することについて、認定申

請時に同意書を提出すること。 

 

  （１） 社団法人農協流通研究所の認定業務規程に従うこと。 

 

  （２）  社団法人農協流通研究所が認定業務の一部を委託して実施すること。 

 

  （３） 審査に必要な文書による調査、施設への立ち入り、記録の閲覧及び面談のた

めの用意を行い誠実に対応すること。 

 

  （４） 社団法人農協流通研究所が認定申請の範囲内で審査のために必要な情報を求

めたときは、速やかに提供すること。 

 

 ２ 認定を受けた生産行程管理者は、次の事項を遵守すること。 

 

  （１） 認定に係る事項が認定の技術的基準に適合するように維持すること。 

 

  （２） 格付の表示に係る JAS 法の規定を遵守すること。 

 

  （３） 農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、又は農林水産大臣若しく 

     は独立行政法人農林水産消費技術センターによる報告の請求を拒否し、虚偽の

報告をし、若しくは立入検査の拒否、妨害若しくは忌避をしてはならないこと。 

 

  （４） 認定事項を変更し、又は格付業務を廃止しようとするときは、あらかじめ本研

究所に通知すること。 

 

  （５） 認定を受けている旨の広告又は表示をするときは、認定に係る農林物資以外の 

     製品について本研究所の認定を受けていると誤認させ、又は本研究所の認定の

審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのない

ようにすること。 

 

  （６） 認定を受けている旨の広告又は表示をするときは、認定に係る農林物資が当該 

      農林物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行って

はならないこと。 

 

  （７） 本研究所が (5) 又は (6) の条件に違反すると認めて広告又は表示の方法の改

善又は中止を求めたときは、これに応じること。 

 

  （８） (5) 又は (6) のほか、他人に認定、格付又は格付の表示に関する情報の提供

を行うに当たっては、認定に係る農林物資以外の製品について本研究所の認定



を受けていると誤認させ、又は本研究所の認定の審査の内容その他の認定に関

する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。 

 

  （９） 本研究所が行う調査等に協力すること。 

 

  (10) 毎年 6 月末日までに、その前年度の格付実績を本研究所に報告すること。 

 

  (11) 本研究所は、認定生産行程管理者等に対し、必要な報告を求め、又は事務所、ほ

場等に立ち入り、農林物資の広告又は表示、農林物資等、工場、帳簿その他の物

件を検査することができること。 

 

  (12) 認定生産行程管理者等が (1) から (10) までの条件に違反し、又は (11) の報

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは (11) の検査を拒否、妨害若しく

は忌避をしたときは、本研究所は、認定の取消し又は格付に関する業務及び格付

の表示を付した製品の出荷の停止を請求できること。 

 

  (13) 認定生産行程管理者等が (12) の請求に応じないときは、本研究所はその認定を

取消すこと。 

 

  (14) 認定の取消し又は格付に関する業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止

の場合には、認定生産行程管理者等は本研究所の要求どおりに認定証を返却する

こと。 

 

  (15) 本研究所は、認定をしたときは、認定生産行程管理者等の氏名又は名称及び住所、 

    認定に係る農林物資の種類、認定に係るほ場等の名称及び所在地並びに認定の年

月日、 (12) の規定による請求をしたとき又は認定を取消したときは、当該請求

又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務

を廃止したときは、当該廃止の年月日を公表すること。 

 

  (16) JAS 製品に関して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記 

    録を本研究所の求めに応じて本研究所に利用させること。 

 

  (17) JAS 証票における認定機関名は、社団法人農協流通研究所又はその略称として 

( 社 )農協流通研究所を用いること。 

  

 

 

 

 

 

 

 




